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2022年 2月 1日 
アメリカンホーム医療・損害保険株式会社 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

「お客さま本位の業務運営方針」 
に基づく取組状況について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021年度（12月 1日～2021年 11月 30日） 

2017年 9月に策定・公表いたしました「お客さま本位の業務運営方針」に基づく、2020年 12月 1日～
2021年 11月 30日の「取組状況」を公表いたします。 
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AIG ジャパングループでは、お客さまの最善の利益を追求し高い価値を提供するため、グローバルなノウハウやネットワ
ークを有する保険会社グループとして、日本における AIGグループの固有かつ統一の事業戦略コンセプトである「アクテ
ィブ・ケア」※を展開しています。 
アメリカンホーム医療・損害保険株式会社（以下、「当社」という。）は、上記「アクティブ・ケア」の実践などにより「お
客さま本位の業務運営」をより一層推進するため、本方針および取組内容を定めるとともに、定期的に見直し、取組状況
を公表します。 
 
※「アクティブ・ケア」は、次の３つの要素で構成されています。 
(1) お客さまの目線に立ったシンプルで分かりやすい情報提供 
(2) 万一のときだけでなく、事故や損害を未然に防ぐ支援 
(3) 先進的なテクノロジー、グローバルで蓄積されたノウハウ、そして国内市場に関する深い知見を活かしたイノベーション 
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表：金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客さま本位の業務運営方針」との関係 

原則 対応する方針 

原則１：顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等 当該方針に係る取組状況を定期的に公表し、定期的に見直
しを実施します。 

原則２：顧客の最善の利益の追求 方針１／方針４ 

原則３：利益相反の適切な管理 方針５ 

原則５：重要な情報の分かりやすい提供 方針３ 

原則６：顧客にふさわしいサービスの提供 方針２／方針３ 

※ 原則４、原則５（注２、４）および原則６（注１～４）については、当社の取引形態上、または投資リスクのある金
融商品・サービスの取扱いがないことから、本方針の対象としておりません。 

 
 
 
 
 
 
 
 

目次 
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お客さまの声を真摯に受け止め、迅速、的確かつ誠実に対応し、お客さまの安心につながる業務運営と業務品
質の改善・向上に活かします。 
 

 
 
 
（１）お客さまの声を経営に活かす仕組み 
 お客さまの声の一元管理 

当社では、お客さま（保険契約者、被保険者、代理店、その他一般の消費者の方々等）からお寄せいただいた苦情・
ご意見・ご要望を「お客さまの声」と定義し、保険金サービス拠点、コールセンターや代理店等で受けたお客さまの
声を「お客さまの声管理システム」に登録して一元管理しています。 

 
 お客さまの声の登録漏れ防止の取組み 

お客さまの声の適正な管理を行うことを目的にロボティクス・プロセス・オートメーション（RPA）を活用し、「お
客さまの声管理システム」への登録漏れの防止を図りつつ、各種会議を通じた周知徹底を行っています。当期間中に
おいては、11,360件のお客さまの声が登録されました。 

 
 お客さまの声に対する取組み体制 

「お客さま満足（CS）向上会議」を定期的に開催し、代表取締役および執行役員は当社に寄せられたお客さまの声
を把握するとともに、業務品質の改善・向上に努めました。また、お客さまの声に基づく改善の検討と分析結果は定
期的に社内共有を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 苦情対応マネジメントシステム（ISO10002）規格への適合宣言 

「お客さまの声」の対応態勢に関する苦情対応マネジメントシステムの国際規格「ISO10002」※に準拠して、お客
さまの声に対する管理態勢の継続的な改善・向上を図っています。 
※国際標準化機構（ISO）が制定した「苦情対応マネジメントシステム」に関する国際規格です。 

方針１ お客さまの声を活かした業務運営 

取組状況 
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 お客さまより寄せられた声に基づく改善件数 
・ 当期間中にお客さまの声に基づき改善を実施した件数は、21件です。 
・ 主な改善事例は以下のとおりです。 

 

改善事例 

事例１ 

“聴覚障がい者向けの対応を検討して欲しい”というお声をいただき、公共インフラである手

話サービス「電話リレーサービス」を利用してお問い合わせできる態勢を整備することによ

り、聴覚障がいをお持ちのお客さまにスムーズな対応ができる態勢を整備しました。 

事例２ 

“新型コロナウイルス感染症に備える補償を備えた商品の提供に関するご要望”をいただき、

特定感染症による入院を補償する「特定感染症安心プラン」を含む、4 つのプランから選べ

る新商品「ライフスタイル保険」を販売開始しました。 

事例３ 

“当社から送付する「補償内容の説明チラシ」に記載されている手術保険金の補償内容が分か

りにくい”というお声をいただき、お問い合わせが多い一部商品の「手術保険金」に関する説

明として「支払対象および対象外の例」を追加しました。 

 
（２）お客さま満足向上への取組み 

 お客さまアンケートを通じたサービス改善 
保険金をお支払いしたお客さまに対して「保険金のお支払いに関するアンケート」をお送りしています。お客さまか
らご返送いただいたアンケートの内容は、事案を担当した保険金サービスセンターと共有し、今後の業務品質の維
持・向上に活用しています。特に不満足の表明をなさったお客さまには、速やかにご連絡を差しあげて原因解明に努
めるとともに、再発防止策を保険金サービス部門内で共有することでサービス品質の向上に努めています。 

 
 お客さまの声を活かした改善事例の公表 

苦情の受付件数を分類して、定期的にディスクロージャー誌や
ウェブサイトに掲載しています。ディスクロージャー誌には、
2021年 7月発行版に 2020年 4月 1日～2021年 3月 31日
までの結果を掲載いたしました。また、ウェブサイトには 3
ヵ月ごとの結果を四半期ごとに公表しており、お客さまの声に
基づく改善事例を、直近では 2021年 12月にウェブサイトに
公表しました。 

 
 
 
 
 
 
 

 

（ご参考）当社ウェブサイト 
お客さまの声（お客さま満足向上への取組み） 

方針１ お客さまの声を活かした業務運営 

取組状況 
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「アクティブ・ケア」に基づく「お客さまの潜在的ニーズの把握」と「一歩先の心遣い」を追求し、グローバ
ルにおける独自の知見とネットワークを活用しつつ、迅速かつ適切にお客さまの期待とニーズを反映した商
品・サービスを提供するよう努めます。 
 

 
 
 
（１）お客さまのニーズとリスクに応じた商品・サービスの開発・提供 
 定性的・定量的調査を軸とするお客さまニーズの追求 

新商品開発の早期段階から定性的・定量的な調査を交互に繰り返すことで商品コンセプトを決定し、お客さまの「フ
リクション（ストレスを与える要素）」を解決するための補償販売に取り組んでいます。 
 

 医療保険（くみたて型） 
「よりパーソナライズされた補償を選択したい」という当社独自の定性調査の結果に基づいた医療保険（くみたて型）
を開発し、お客さまがご自身のニーズやリスクに応じた補償がお選びいただける商品をご提供しています。 
 
■女性特有の病気に備える保険 「morph（モルフ）」 
 
 
 
 
 
 
■大人の男性のための保険 「morph for men」 
 
 
 
 
 
 

 傷害保険 
現代社会における特徴的なリスクに備えていただくことができる補償のご提供に向けて、ケガによる死亡・後遺障
害・入院・手術･通院等の補償のほか、特定感染症、ストーカー被害、携行品の損害や日常生活における損害賠償責
任等にも備えることができる生活総合保険「ライフスタイル保険」を 2021年 8月 10日より販売開始しました。 
 
■今の暮らしを守る 「ライフスタイル保険」 
 
 
 
 
 

 

方針 2 お客さまにふさわしい商品・サービスの提供 

取組状況 
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 新型コロナウイルス感染症に関わる商品改定（2021年 3月 4日～） 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、一部商品において新型コロナウイルス感染症を補償対象とする改定を
実施しました。 
 
■対象商品および概要 

対象商品 対象特約 概要 

特定感染症を補償する商品 「普通傷害保険」および「こども総合保険」

に付帯される特定感染症危険「後遺障害保

険金、入院保険金、通院保険金および葬祭

費用保険金」支払特約 

2021年 2月 13日の感染症の予防および感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成 10

年法律第 114 号）（以下、「感染症法」としま

す。）の改正後も引き続き新型コロナウイルス

感染症を約款指定の特定感染症としました。 

海外旅行中の病気を補償する商品 「普通傷害保険」および「家族傷害保険」

に付帯される『年間海外旅行保険特約』 

2021年 2月 13日の感染症法の改正後も引き

続き、旅行期間（責任期間）終了後、死亡保険

金は 30 日以内の死亡、治療費用保険金は 14

日以内の治療開始した場合に補償される約款

指定の感染症に新型コロナウイルス感染症が

含まれるようにしました。 
※特別措置が適用される期間において、新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の指示のもと、軽症や無症状の方等がホテル等の臨時施設または
自宅で療養する場合も「入院」とみなし、入院保険金の対象となります。 

 
 保険金請求漏れ防止の対応 

保険金請求漏れ防止の対応として、保険金請求のお問合せをいただいた際、複数のご契約があるお客さまがご請求漏
れをされていないかの確認や、解約のお申し出時に過去の保険金請求でのご請求漏れがないかを確認しています。 
 

 郵便物の不達管理 
お客さまへ当社から適切に送付物をお届けするための郵便物の不達管理として、送付物が不達となった際はコールセ
ンターからお客さまへのご連絡や住民票調査等を実施し、お客さまへ住所変更の依頼をご案内しています。 
 

 安心メッセージカード 
おケガやご病気等の困難を抱えて保険金のご請求をいただくお客さまに対して、
担当者をより身近に感じていただくため、傷害・医療保険では保険金請求書類に
草花の香りつき安心メッセージカードを添えてお送りしています。 

 
 
 
 
 
 

 

※安心メッセージカード 

方針 2 お客さまにふさわしい商品・サービスの提供 

取組状況 
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（２）お客さまの声に基づく商品・サービスの改善 
 ご契約内容に関する確認のお知らせ 

医療保険、長期補償傷害保険のご契約者さまに対して、毎年、保険契約の保有状況やご契約いただいている補償内容
を再確認いただくためのお知らせをお送りしています。 
 

 重複補償に関する注意事項のお知らせ 
重複補償に関する注意事項をお伝えするため、同じ補償内容の保険契約等がある場合は、それぞれの補償の保険金額
を合計した額が保険金のお支払い限度額となることをお知らせする「≪補償の重複≫に関するご確認のお願い」を保
険金請求書類に同封しています。 
 

 ウェブサイトへの約款集の掲載 
当社がウェブサイトを通じてご提供した商品の約款をすべてのお客さまが閲覧できるよう、約款集をウェブサイトに
掲載しています。最新情報のご提供に向けて随時更新を行っています。 
 

 保険金請求の利便性向上 
“保険金請求書類の提出が面倒”というお客さまの声を受け、利便性の向上に向けて領収書原本の取得を省略する運用
を開始しています。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う対応として、保険金請求教示レターの発送を
一時中止にした他、保険金請求書類の一部省略範囲拡大を実施しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

方針 2 お客さまにふさわしい商品・サービスの提供 

取組状況 
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ご自身のニーズや意向に最も適した保険商品をお客さまに選択していただけるよう、「アクティブ・ケア」に
基づき、金融商品・サービスに関する知識や取引経験、保険のご加入目的等一人ひとりの状況を踏まえ、お客
さまのご理解・ご判断に必要な情報を分かりやすく提供します。また、ご契約内容や各種変更手続きに関する
お問合せの際も、お客さまのご要望等に適切にかつ迅速に対応します。 
 

 
 
 
（１）お客さまのご意向に沿った分かりやすい情報の提供への取組み 
 適切な「意向把握」と「情報提供」 

リレーションシップセンターでは、トークスクリプト等を整備することで適切な「意向把握」、「情報提供」に努めて
います。また、適切な「意向把握」や「情報提供」が行われているかを検証する専門部署を設け、音声を自動認識し
てキーワード検索することができるツールを活用して、すべての通話を確認するとともに、検索結果に応じてお客さ
まとの通話内容を確認しています。 
 

 ご意向に沿った継続プランのご案内と無保険状態リスクの回避 
お客さまのご意向に沿った継続プランが選択できるよう、現在ご加入中のご契約内容の継続プランと補償見直しプラ
ンがお選びいただける更改案内を導入しています（※）。また、お客さまが解約に至られる傾向を把握し、お客さまが
無保険状態となるリスクを回避するための情報提供を行う改善施策を継続的に検討しています。 
（※）対象商品：長期補償傷害保険、引受基準緩和型医療保険 
 

 マルチデバイスに対応したウェブサイト 
パソコンまたはスマートフォン等のいずれのデバイスからも商品内容等をわかりやすくご理解いただけるよう、各商
品のウェブサイトをそれぞれのデバイスに適応した設計・制作を行っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

方針 3 保険募集における適切な情報提供 

取組状況 

 

 

パソコン用ウェブサイト 

スマートフォン用ウェブサイト 
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（２）ご高齢のお客さま、障がいのあるお客さまへの配慮 
 高齢者対応・障がい者対応マニュアルの整備 

コールセンターでは高齢者対応マニュアルを整備するとともに、ご高齢のお客さまとの対応が適切に行われているか
を専門部署がすべての通話を確認しています。また、障がい者対応マニュアルを整備し、障がいのあるお客さまの状
況に合わせた対応に努めています。 
 

 ユニバーサルフォント、カラーユニバーサルデザイン 
ウェブサイト（トップページ・お問合わせ先一覧・保険料の控除証明について）、お客さまへの送付物（長期補償傷
害保険更改キット、保険料振替通知、アメホだより（情報提供冊子））を、ユニバーサルフォント、カラーユニバー
サルデザインの観点で制作を行っています。また、色覚シミュレーターを用いて色覚障がいのあるお客さまでも見や
すいカラーの採用やご高齢の被験者による帳票等の利用テストを実施し、改善に努めています。 
 

 ウェブアクセシビリティ対応 
ウェブサイトについて、ご高齢のお客さま、障がいのあるお客さまが容易に
ウェブサイトに掲載されている情報にアクセスできるよう、マウスを使わな
い動作に適用したレイアウトへの変更や目の不自由な方が使用している音
声読み上げソフトへの対応などのウェブアクセシビリティ対応を実施して
います。 
 

 点字書類作成サービス 
目の不自由なお客さまを対象としたサービスとして、「点字書類作成サービ
ス」を導入しています。 

 
（３）保険契約の適正な維持管理 
 適切な保険契約の満期管理 

お客さまに時間的余裕をもって保険契約の更改をご検討いただく事に加え、ご契約の失効を防止するため、保険契約
の適切な満期管理を行うとともに、遅くとも満期の 3ヶ月前までに更改案内を行う態勢を整えています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
点字書類作成サービス 

方針 2 保険募集における適切な情報提供 

取組状況 
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「アクティブ・ケア」に基づき、テクノロジーの駆使と高い専門性を両立することで、効率的かつ適正に保険
金を支払います。 
その実現のために、グローバルでの経験とネットワークを活用したサービスを提供し、また事故受付から保険
金支払に至る業務プロセス、組織・人材、保険金支払業務拠点、システムの各領域において迅速かつ適切な保
険金支払業務を行う態勢を引き続き整備します。 
 

 
 
 
（１）お客さまにご安心いただけるサービスを提供するための取組み 
 「保険金のお支払いに関するアンケート」調査の活用 

保険金をお支払いしたお客さまに対してお送りしている「保険金のお支払いに関するアンケート」の返送内容を保険
金サービス部門で回覧・共有を行い、「お客さまに選ばれ続ける会社」であるためのヒントとして活用しています。
また、不満足の表明をなさったお客さまの声を受領した場合は、その内容を確認・分析し、担当者へフィードバック
を行う等の改善に役立てています。 
 

 電話応対スキル向上に向けたトレーニング・指導 
お客さまとの電話応対スキル向上に向け、社内および社外研修の受講によるトレーニング・指導を定期的に実施して
います。 
［当社における電話応対トレーニング・指導の実績］ 
・ 社外の電話応対研修への参加 
・ 電話応対コンクール、コンテストへの参加 
・ 「保険金のお支払いに関するアンケート」で不満足の声を受領した件の通話音声データの確認および指導 
・ トーククオリティの向上を目的とした、お客さまとの通話ログの定期的なモニタリングおよび指導 

 
 SMS（ショートメッセージサービス）の導入 

お客さまがより便利にご連絡いただけるよう、電話、FAX および郵便のほか、SMS（ショートメッセージサービス）
を導入しています。 

 
（２）適正かつ品質の高い保険金サービスの提供 
 システムによる保険金支払い判断の支援・確認 

データ化された情報に基づいて保険金の支払判断を支援するシステムの活用や、システムを通じて支払可能な保険契
約の確認を行っています。 
 

 保険金支払承認部による検証 
社内に適切な保険金のお支払いが行われことを検証する独立した部署として、保険金支払承認部を設置することで不
払いの防止に努めています。 
 

 保険金のお支払い後のチェック態勢 
保険金のお支払いを行った事案を事後的に検証する専門部署を設置し、対応の適正性を確認するとともに、保険金支
払い部門に検証結果を共有することで、応対スキル・品質向上に努めています。 

 

方針 4 迅速かつ適切な保険金支払い 

取組状況 
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（３）大規模災害に備えた態勢の構築 
 保険金請求書類の電子データ化 

お客さまからご返送いただいた保険金請求書類を電子データ化し、全国の各拠点から電子化された書類を参照できる
態勢を構築しています。 
 

 在宅勤務環境の整備 

全国の各拠点で在宅勤務環境を整備し、自宅でも業務を進められる態勢を構築しています。 

［対応事例］ 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、すべての拠点で在宅勤務を整備しています。在宅勤務環境下に
おいても支障なく業務を遂行できる態勢のもと、お客さまへの保険金支払いに影響がでないよう業務を実施していま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

方針 4 迅速かつ適切な保険金支払い 

取組状況 
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お客さまと利益相反が生じる可能性のある取引について、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、
適切に把握し管理することに努めます。 
 

 
 
 
（１）利益相反の可能性のある取引の把握と管理 
 利益相反管理部門による管理体制 

利益相反管理方針・規程・マニュアルを定めるとともに、コンプライアンス統括部を利益相反管理部門に指定し、利
益相反のおそれのある取引の特定および管理態勢の整備を図っています。また、管理対象取引としてコンプライアン
ス統括部が報告を受けた場合、各部署に対して利益相反のおそれのある取引に対して適切な措置をする指示をしてい
ます。 
 

 社内管理態勢のモニタリング結果 
2020年 12月～2021年 11月に社内管理態勢の適切性についてモニタリングを実施し、当期間中においても管理状
況に問題がないこと、また利益相反が発生していないことを確認しました。引き続き、管理対象取引が適切にコンプ
ライアンス統括部に報告される態勢を維持するための、社員教育や社内周知を行っています。 

 
（２）資産運用部門での取組み 
 事前チェックの実施状況 

貸付の実行等あるいは株式の購入・売却等の発生はありませんでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

方針 5 適切な利益相反管理 

取組状況 
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お客さまの最善の利益を追求し高い価値を提供するため、本方針の浸透と定着に向けた取組みを推進し、全役
職員および代理店・保険募集人が「お客さま本位の業務運営」に努めます。 
 

 
 
 
（１）役職員へのお客さま本位の業務運営の浸透 
 トップメッセージおよびお客さまを柱とした KPI（重要指標）設定 

代表取締役社長から役職員に向けて「お客さま本位の業務運営方針」について重要性を伝えるメッセージを発信する
とともに、「アクティブ・ケア」の実践による「お客さま本位の業務運営」の実現に資する取組みを推進しています。
また、役職員は年間の個人目標のひとつとして「お客さま本位の業務運営方針」に関わる目標を設定すると共に、会
社全体ではお客さまを軸とした「KPI（重要指標）」を設定し、その実績を毎月マネジメントからのメッセージを通じ
て役職員へ共有しています。 
 

 「お客さま本位の業務運営方針」を軸とした経営判断 
当社では、経営に関する重要事項の審議等を行う経営会議に議案を付議するにあたり、当該議案が「お客さま本位の
業務運営方針」に基づいた取組みであるかを共通書式に記載のうえで提出することとしています。これにより「お客
さま本位の業務運営方針」を軸とした起案と経営判断に取り組んでいます。 
 

 浸透活動の推進担当者の配置 
社内浸透を図る取組みとして、主要な部門に浸透活動を推進する担当者を配置すると共に、担当者による浸透活動を
促進することを目的とした会議を定期的に開催しています。各部門における浸透施策や取組みに関するベストプラク
ティスの共有を行うことで浸透活動の向上と効率化を図っています。 
 

 定期的な情報発信 
社内浸透の取組みとして、「お客さま本位の業務運営方針」の公表以降、毎月の社内報を通じて「お客さま本位の業務
運営」に関する取組みや、「方針」や「取組内容」の解説、浸透活動や関連情報等の共有を行っています。 
 

 AIGグループ共通の浸透活動 
AIGグループ一体となって「お客さま本位の業務運営方針」の実現に取り組んでおり、グループ内にけるベストプラ
クティス・情報等を共有する社内イントラサイトの設置、役職員の認知・理解を深める共通 e-Learning 研修やディ
スカッションセッション、共通アンケートによる効果測定など、相乗効果を生み出す取組みを行っています。 
 

 社内アンケートによる経過観察と改善 
役職員に対し「お客さま本位の業務運営方針」の認知・理解を把握すると共に、方針を意識した業務への取組みや行
動を実践することができているかを測る社内アンケートを実施しています。「お客さま本位の業務運営方針」に関わる
公表についての認知は 99.0%となっています。また 84.0%の役職員が取組みを理解していると回答しています。会
社全体としての活動や個人の行動に関する項目においても 87.9%%の社員が「お客さま本位の業務運営方針」を意
識した活動をしていると回答しています。 
 
 

 

方針 6 お客さまを本位とする業務運営の浸透 

取組状況 
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  KPI（重要指標）：お客さまアンケート 

お客さま本位の業務運営に資する「KPI（重要指標）」として、
保険金をお支払いしたお客さまに送付している「保険金のお
支払いに関するアンケート」の結果を重視しています。当期
間中は、34,767 件の回答をいただき、総合満足度では
92.6%のお客さまから「満足」「やや満足」の評価をいただ
きました。今後もより多くのお客さまにご満足いただくため、
ご満足いただけなかったお客さまからいただいたお客さま
の声を分析して改善に取り組んでまいります。 

 
 
 
（２）代理店・保険募集人への教育等 
 法令・監督指針・ガイドラインに関する教育・指導 

代理店・保険募集人が遵守すべき法令・監督指針・ガイドラインに関する教育・指導として、すべての登録代理店向
けに「AHA通信」を 2021年 6月および 11月に発信し、募集管理ルールや法改正等に伴い対応が必要な事項等につ
いての周知を実施しました。 
 

 代理店体制整備状況の点検 
当社が代理申請会社となっている代理店（全 24 店）を対象として、2021 年 6 月～9 月に代理店体制整備状況点検
帳票を配布・回収し、体制整備が求められる各項目について点検を実施し、すべての代理店において健全かつ適切な
運営を確保するための態勢が整備・維持されていることを確認しました。 
お客さまの声を基に代理店の募集行為や保全対応等に起因する苦情・意見を収集・分析し、お客さまとの対応経緯等
の確認を行ったうえで、改善すべき点があった場合に当該代理店へのフィードバックや是正依頼を実施しています。
引き続き、代理店・保険募集人への周知・点検・改善策の実行促進等の各施策を継続し、お客さま本位の保険募集を
行うための態勢維持・改善を図ってまいります。 
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